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専門委員会の職務 
 

１．総務委員会 

・諸規程の改廃および運用に関すること 

・予算・決算に関すること 

・会計に関すること 

・表彰に関すること 

・理事会・評議員会・委員長会議の開催に関すること 

・法務局への登記に関すること 

・日本体育協会、日本オリンピック委員会、スポーツ振興基金等委託・助成事業に関すること（た

だし、当該事業の申請書作成、執行、報告書作成等は、事業を担当する委員会の職務とする) 

・公文書の保存・管理に関すること 

・事務局の管理に関すること 

(1)会員登録制度部会 

・会員制度に関すること 

・傷害補償制度に関すること 

・会員報の発行に関すること 

 

２．審判委員会 

・競技規則の制定に関すること 

・ソフトテニスハンドブックの作成に関すること 

・ソフトテニスハンドブックの適正な運用に関すること 

・審判員の指導育成に関すること 

・公認審判員制度に関すること 

 

３．競技委員会 

・競技運営に関すること 

・大会日程および開催地に関すること 

・大会要項に関すること 

・ランキングに関すること 

(1)プログラム編成部会 

・大会プログラム編成に関すること 

(2)用具施設部会 

・用具・施設に関すること 

・用具・施設の公認に関すること 
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４．強化委員会 

・ナショナルチームに関すること 

・ナショナルチームの選手強化に関すること 

・国際大会の選手団推薦に関すること 

(1)ジュニア強化部会 

・ジュニアナショナルチームに関すること 

・ジュニアナショナルチームの選手強化に関すること 

(2)医科学部会 

・医科学サポートに関すること 

・医科学研究と普及啓蒙に関すること 

 

５．指導委員会 

・公認スポーツ指導者制度に関すること 

・指導書の作成に関すること 

・指導力の向上に関すること 

(1)等級制度部会 

・技術等級制度に関すること 

 

６．生涯スポーツ委員会 

・生涯スポーツとしての普及に関すること 

・普及のための環境づくりに関すること 

(1)小学生普及部会 

・小学生の普及に関すること 

(2)シニア部会 

・シニア、レディースの普及に関すること 

 

７．国際委員会 

・国際大会の開催に関すること 

・国際大会への選手団派遣に関すること 

・国際普及指導に関すること 

・国際連盟、アジア連盟その他国際関係団体との連携に関すること 
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８．広報委員会 

・広報宣伝に関すること 

・大会報道に関すること 

・テレビ放映に関すること 

(1)機関誌編集部会 

・機関誌に関すること 

(2)ＩＴ部会 

・インターネットホームページに関すること 

・インターネット情報に関すること 

 

９．その他 

次の委員会は、専門委員会規程によらず、別途設置する。 

・ドーピング判定委員会 

・ドーピングコントロール委員会 

・競技者資格委員会 

・倫理委員会 


